
1/20

審議会等の会議結果報告

・議事の内容 下記のとおり

１ 会議名 令和元年度 第１回津市国民健康保険運営協議会

２ 開催日時
令和元年８月８日（木）

午後３時から午後４時まで

３ 開催場所 津リージョンプラザ２階 第１会議室

４ 出席者の氏名

（津市国民健康保険運営協議会委員）

長谷川智雄、田中小夜子、伊藤一夫、渡部泰和、水谷岳

史、中川正治、須山美智子、川邊千秋、真柄欽一、磯和

康裕、中村正之

（事務局）

健康福祉部健康医療担当理事 松岡浩二

保険医療助成担当参事（兼）保険医療助成課長 

松下康典

保険医療助成課調整・管理・年金担当主幹 谷口弘明

保険医療助成課保険担当主幹 神田敦史

保険医療助成課保険担当主幹 木下なつこ

保険医療助成課保険担当副主幹 網本正和 

５ 内容

 平成３０年度津市国民健康保険事業特別会計決算

（案）について

 令和元年度津市国民健康保険事業特別会計予算に

ついて

 国民健康保険事業の財政見通しについて

６ 公開又は非公開 公開

７ 傍聴者の数 ０人

８ 担当

健康福祉部保険医療課管理・年金担当

電話 ０５９－２２９－３１５９

e-mail 229-3159@city.tsu.lg.jp 
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事務局：

理事：

定刻になりましたので、ただ今より、令和元年度 第１回津市国民

健康保険運営協議会を開催させていただきます。 

本日は、お忙しい中、当協議会にご出席いただきまして、ありがと

うございます。 

会議に先立ち、事務局を代表いたしまして健康福祉部健康医療担

当理事の松岡より、ごあいさつを申し上げます。

皆さま、こんにちは。健康医療担当理事 松岡でございます。

梅雨明け以降、一気に気温も上がりまして、厳しいを通り越して危

険な暑さが連日続いておる今日この頃です。

本日は、そのような中、また、何かとご多用のところ、令和元年度

第１回津市国民健康保険運営協議会にご出席を賜り、誠にありがと

うございます。

また、平素は、国保事業の円滑な運営はもとより、市政各般にわた

りまして、ご理解とご協力をいただいておりますこと、この場をお借

りいたしまして重ねてお礼を申し上げます。

本日、我々同じようなシャツを着ておりますけれども、これは２０

２１年の「三重とこわか国体」、それから障害者スポーツの「三重と

こわか大会」をＰＲするものでございまして、毎週木曜日がＰＲの日

にしようということで決まっておりまして、今日はその木曜日です

のでこのような服装をさせていただいておりますので、ご紹介させ

ていただきました。

平成３０年４月の国保財政運営の広域化から１年が経過をいたし

ました。ご承知のとおり広域化に伴いまして国・県の交付金等につい

ての仕組みが変わりまして、津市の国民健康保険特別会計において

も歳入歳出科目等の変更を大きく加えたところでございまして、今

のところ支障となるような状況にもなく、順調に進んでいるものと

我々は思っております。

現在、国のほうでは、医療保険の被保険者番号について、従来の世

帯単位のものを個人単位化して、マイナンバー制度のインフラを活

用して、転職・退職などで加入する保険者が変わっても、個人単位で

資格情報等のデータを一元的に管理する仕組みというものが検討さ

れておりまして、本市においてもオンラインでの資格確認について、
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事務局：

課長：

事務局：

令和３年３月からの運用を目指して計画的な整備に取り掛かってい

るところでございます。

このオンライン資格の確認の導入によりまして、失効保険証の利

用による過誤請求とか、保険者の未収金が大幅に減少することが見

込まれておりまして、また、保険者における高額療養費の限度額適用

認定証の発行等を大幅に削減できることも期待されているところで

ございます。

さて、本日は、お手元の事項書のとおり、平成３０年度の決算案の

ほか、令和元年度当初予算、国民健康保険事業の財政見通しについて

などを議題としております。

平成３０年度と令和元年度の決算状況、それから見込みからしま

すと、今後の保険料率等については、改定等も視野に入れた検討が必

要な時期になってきていると我々考えております。

詳細につきましては、後ほど担当のほうから説明をさせますが、ご

審議のほどよろしくお願い申し上げまして、甚だ簡単ではございま

すが、私からのごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお

願い申し上げます。

続きまして、今年度第１回の国民健康保険運営協議会ということ

でもありますので、本日出席をしております職員の紹介をさせてい

ただきます。

保険医療助成課課長の松下でございます。本年度もまたよろしく

お願いいたします。

こんにちは。保険担当主幹の神田といいます。よろしくお願いしま

す。

同じく保険担当の主幹の木下と申します。どうぞよろしくお願い

します。

保険担当副主幹の網本と申します。よろしくお願いします。

事務局の方の進行を務めさせていただいております、管理・年金担

当の谷口と申します。よろしくお願いいたします。
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議長：

（会長）

本日の会議の出席者数は１１名でございます。

川口委員、前山委員、奥野委員、川森委員、太田委員、葛西委員、

二神委員、７名の方は所要により本日はご欠席ということになりま

す。

津市国民健康保険条例第２条に掲げる委員の各１名以上を含む過

半数の出席がありますので、津市国民健康保険条例施行規則第４条

第５項の規定を満たしておりますことをご報告します。

なお、この会議の結果につきましては、会議録を作成し、「審議会

等の会議結果報告」という形で津市のホームページに登載されるこ

ととなりますので御承知おきください。

本日は、先だって送付させていただきました、事項書及び資料にお

きまして、平成３０年度津市国民健康保険事業特別会計決算（案）、

令和元年度津市国民健康保険事業特別会計予算、国民健康保険事業

の財政見通しについてと、３つの議題としております。どうぞ、よろ

しくお願いいたします。

それでは、会長、会議の進行の方よろしくお願いいたします。

 みなさんこんにちは。本当に暑い中令和元年度第１回津市国民健

康保険運営協議会にご出席をいただきまして、誠にありがとうござ

います。連日猛暑日が続いており、水分をこまめに補給したり、冷房

を適切に利用したりするなど、熱中症に対して十分な対策をとって

いただきたいと、よろしくお願いします。重症化する前に未然に防ぐ

ことによりまして、本来でございますこの国保にも大きく影響して

きますので、またいろいろ、他の人にも呼びかけていただきたいと思

います。

 津市国民健康保険条例施行規則第４条４によりまして会長が議長

となるとなっておりますので、私がいつものように議長を務めさせ

ていただきます。また、議事進行に対しましては、ご協力の程よろし

くお願いいたします。

 この運営協議会は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を

審議する協議会でございます。資料につきましては事前に配布して

ありますので、すでに皆様方お目通しのことと思います。今日は委員

１８名中７名欠席でちょっと寂しいんでございますけれど、報告だ

けの協議会で終わらせないように質問やご指摘、ご意見をお聞かせ
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課長：

願いまして、中身の濃い協議会にしていきたいと思っておりますの

でよろしくお願いをいたします。

それでは順次議事を進めさせていただきます。

議事  「平成３０年度津市国民健康保険事業特別会計決算（案）に

ついて」、事務局から提案、説明をお願いします。

それでは、議事の 「平成３０年度津市国民健康保険事業特別会計

決算（案）について」、ご説明いたします。１ページをお願いいたし

ます。

先ず、表の右側の歳出のうち、平成３０年度決算額の主なものでご

ざいますが、保険給付費は 192 億 7,259 万 8 千円で、支出の主なも

のとしまして、医療費のうち保険者が負担する約 7 割分の療養給付

費そのほか、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などで、対前年比

5,982 万 8 千円、0.3％の減となっております。0.3％の減となりまし

た要因といたしましては、被保険者数の減によるものと考えており

ます。被保険者で約 2,400 人が減っております。

 次に、国民健康保険事業費納付金等でございますが、こちらは平成

３０年度からの国保広域化後、新たにできた制度でございまして、前

年度の医療費の実績や被保険者の状況、交付金の精算状況、国から示

される診療報酬等の指数等から県が算出いたしますもので、県が市

町に支払う医療費のための普通交付金の資金とするために、県が市

町に求める納付金でございます。決算額は 74 億 8,935 万 8 千円とな

りました。

 次に、保健事業費は、特定健康診査・特定保健指導事業にかかる経

費や、各種がん検診等にかかる自己負担金の助成などで、2 億 8,402
万 4 千円、対前年比 1,095 万 8 千円、3.7％の減でございます。

 次に、基金積立金は、平成２９年度からの繰越金 8 億 2,579 万 8
千円から、県の返還金を差し引きまして、3 月補正予算編成時の歳入

歳出余剰額 5,319 万 3 千円を加えました 5 億 9,025 万 2 千円を国民

健康保険事業運営基金に積み立てました。

次に、諸支出金は、国や県への返還金及び保険料還付金等で、   

3 億 2,974 万円、対前年比 1,345 万 9 千円、3.9％の減でございます。

 以上、歳出合計は、283 億 8,858 万 2 千円となりまして、対前年

比 32 億 9,743 万 6 千円、10.4％の減となっております。
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続きまして、歳入の主なものをご説明いたします。表の左側をお願

いいたします。

国民健康保険料は、58 億 9,059 万 3 千円で、前年度と比較いたし

ますと、2 億 1,409 万 4 千円、3.5％の減となりました。これは、被

保険者数の減少によるものと考えております。

 次に、県支出金は、197 億 744 万 2 千円で、前年度と比較いたし

ますと 184 億 3,008 万 3 千円の増となりました。こちらは、平成３

０年度からの国保広域化後、新たにできた制度として県から交付を

受ける交付金でございまして、その内訳としましては、歳出の保険給

付費を賄うための普通交付金 191 億 878 万 7 千円と、保険者努力支

援制度や保険者取組支援制度などの特別交付金 5 億 9,865 万 5 千円

でございます。

 次に、繰入金は、20 億 4,494 万 9 千円で、前年度と比較して 8,203
万 9 千円、3.9％の減となりました。この一般会計繰入金は、国が示

した一定のルールに基づいて法定内繰入金といたしまして、保険基

盤安定繰入金、職員給与費等繰入金、出産育児一時金等繰入金がござ

いまして、そのほかに過疎地の医療対策として美杉町にある直営診

療施設に対する財政援助となる繰入金がございます。

次に、繰越金は 8 億 2,579 万 9 千円となりました。

 最後の諸収入は、9,612 万 4 千円で、保険料の延滞金や返納金など

でございます。

以上、歳入合計は、285 億 6,898 万円となり、対前年比 39 億 4,283
万 6 千円、12.1％の減となりました。歳入歳出差引額は 1 億 8,039
万 8 千円の黒字となっております。平成３０年度の決算（案）につ

いては、以上でございます。

続きまして、 国民健康保険事業の概要について、ご説明いたしま

す。資料の２ページをお願いいたします。

 １「世帯数及び被保険者数」でございますが、少子高齢化や景気回

復、退職年齢の延長に加えて、短期労働者に対する健康保険の適用拡

大などから、国保の被保険者数は年々減少しておりまして、今後も減

少していくものと考えております。

 次に、２「保険料収納額及び一人当たり調定額」でございますが、

被保険者数の減少から、保険料調定額、収納額はともに年々減少して

おりまして、平成３０年度の現年度調定額は、対前年比で約 1 億 3
千万円、収納額にして約 1 億 2 千万円減少しております。
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 一方、保険料収納率は年々上昇しておりまして、平成３０年度の現

年度分収納率は、平成２９年度と比較して 0.29％増の 91.56％で過

去最高となりました。

続きまして３ページをお願いいたします。

３「保険給付費及び一人当たり給付額」でございますが、保険給付

費の全体的な傾向といたしましては、被保険者数の減少などから、保

険給付費の総額は減少傾向でございますが、高齢化や医療の高度化

等によりまして一人当たりの保険給付費は増加傾向となっており、

今後も増加していくものと見込んでいます。

次に４「国・県等補助金」につきましては、平成３０年度からの広

域化により制度が変更となりまして、補助金の流れが大きく変わり

ましたので、こちらの表では平成３０年度以降について記載してお

ります。

次に４ページをお願いいたします。５「繰入金」及び６「国保会計

決算」でございますが、以前は、財源不足が生じました場合、国民健

康保険事業運営基金の繰入で賄ってまいりましたけれども、平成２

３年度で基金も底をつきまして、国保会計内では財源不足に対応で

きなかったため、一般会計からの法定外繰入で財源不足を補てんし

なければならない危機的な財政状況が、平成２６年度、平成２７年度

と２年間続きました。

平成２８年度は、保険料率の増額の改定をいたしまして、また保険

給付費の減少等によりまして、約 8 億 2,300 万円の黒字となりまし

たので、歳入歳出差引額の一部 4 億 7,548 万 4 千円を平成２９年度

に基金として積み立てました。

また、平成２９年度は、約 8 億 2,500 万円の黒字となりましたの

で、平成３０年度において約 5 億 9,025 万 2 千円を基金として積み

立てまして、平成３０年度末の基金残高は、10 億 6,573 万 6 千円と

なっております。

以上で国民健康保険事業の概要についての説明を終わります。

続きまして、平成３０年度の主な状況と取組みについてご説明い

たします。６ページをお願いいたします。

 まず、１の「平成３０年度施行の主な改正状況等」でございますが、

 国民健康保険制度改革として、保険財政の県域化が施行され
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ました。

 国民健康保険料賦課限度額の総額を 89 万円から 93 万円に変

更いたしました。

 低所得者層に対する減額措置として、５割軽減・２割軽減にお

いて、軽減される所得額を引き上げ、対象者の拡大を行いました。

 国民健康保険制度の持続可能性を高めるため、世代間・世代内

の負担の公平や、負担能力に応じた負担を求める観点から、低所得者

に配慮した上で、70 歳以上の高額療養費の自己負担限度額を引き上

げました。

 医療と介護、及び入院と在宅療養の公平化を図る観点から、65
歳以上の医療療養病床に入院する患者の居住費について、難病患者

を除きまして、光熱水費相当額の負担を求めることとなりました。

なお、 及び については、急激な負担増とならないように、２段

階で引き上げを行っております。

 ２年に一度の診療報酬の改定で、平成３０年度は介護報酬と

の同時改定がございました。

 柔道整復療養費及びあん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養

費につきまして、平成３０年６月１日より平均 0.32％の増額改定が

ございました。

次に、２「平成３０年度の国民健康保険料（税）収納状況等」でご

ざいますが、こちらは、先ほどの国民健康保険事業の概要でご説明さ

せていただきましたので、この場では割愛させていただきます。

 の特別滞納整理推進室との取組みでございますが、特別滞納整

理推進室は、市税と国民健康保険料等の公金に対する滞納整理を

一元化し、効率的効果的に公金収納を推進するため、平成２３年４月

に津市収税課内に設置されましたもので、国保料滞納整理の困難案

件をこちらの室の方に移管しております。移管及び収納状況等はこ

ちらの資料をご参照いただきたいと思います。

次に、７ページをお願いいたします。３「特定健康診査等の受診率

等の向上の主な取組み」でございますが、

 特定健康診査につきましては、未受診者を対象に電話や通知に

よる受診勧奨、また、毎年度モデル地区を設定いたしまして、そちら

の自治会への協力依頼や個別に訪問させていただいて受診勧奨など

を行っております。

 特定保健指導につきましては、個別通知や回答のない方に対



9/20

議長：

委員：

課長：

委員：

議長：

事務局

（木下）

しまして訪問や電話による勧奨、健康測定会を組み合わせました特

定保健指導などを実施いたしました。

以上で平成３０年度の主な状況と取組みについての説明を終わら

せていただきます。

ただいま、事務局から「平成３０年度津市国民健康保険事業特別会

計決算（案）について」、説明がございました。皆様方何かご質問、

ご意見等がございましたら、発言をよろしくお願いをいたします。

収納率 91.何%これは普通ぐらいかな。もうこれ以上は望めないと

思うけど、そのへんの推移はどんなもんですか。

こちらの収納率につきましては、91.56%という平成３０年度の現

年度の結果が出たわけですけれど、もちろん今のこの収納率でいい

というふうには私どもは考えていなくて、常に収納率については少

しでも上げていくようにということで今も取り組んでおりますし、

今後も取り組んでいく所存でございます。

今後とも努力してください。別に無理にではないけど、やっぱり当

然のことですのでお願いします。

他の方どうです。よろしいですか。

議長からこんなの聞くのは変なので、ちょっと教えていただきた

い。このモデル地区というのは、これは順番に決まっとるの？どうい

うふうに選ばれとるのかちょっと疑問に感じたもので、申し訳ござ

いません、議長からと聞くのは悪いんやけれども。

ご説明させていただきます。

健診のモデル地区というのは、毎年地域別に健診の受診率を比較

させていただきまして、受診率の低い地域を順番に、この年度はこの

地域、この年度はこの地域ということで、モデル地区ということで設

定させていただいて、自治会の方にお願いさせてもらって、健診の啓

発にご協力いただいたり、１軒１軒訪問に回らせてもらって、是非受

けてくださいということで受診勧奨させていただいたりというふう

なことをさせていただいております。
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議長：

課長：

低いとこを呼びかけてもらっとるということ、全体の底上げにな

るのでな。よろしいよ、分かりました。

 他の方もよろしいですか。

他にご意見がないようですので、皆様方、ご了承を得たものとして

議事 につきましては終了させていただきます。

次に、議事 の「令和元年度津市国民健康保険事業特別会計予算に

ついて」、事務局、提案、説明をお願いいたします。

それでは議事の 「令和元年度津市国民健康保険事業特別会計予

算」について、ご説明いたします。

こちらの令和元年度予算につきましては、本年２月２１日に開催

いたしました当運営協議会でご説明させていただいておりますの

で、今回は主なポイントをご説明させていただきたいと思います。資

料の８ページをお願いいたします。こちらは平成３０年度予算と令

和元年度予算を比較したものとなっております。

まず歳入でございますが、国民健康保険料につきましては、被保険

者数が減少しているということで、保険料収入全体では 57 億 7,170
万 9 千円で、平成３０年度に比べて 4,637 万 1 千円、0.8%減少とな

っております。

次に、県支出金は、199 億 2,157 万 6 千円で、5 億 3,430 万 1 千

円、2.8％の増としております。

次に、繰入金は 22 億 5,223 万 1 千円で、1 億 9,864 万 1 千円、

9.7％の増で、予算を編成するにあたりまして財源が不足するという

ことで、こちらでは基金繰入金といたしまして 3 億 5,512 万 3 千円

を計上していることが大きなポイントとなっております。

以上、歳入総額は 280 億 3,562 万 6 千円としております。

一方、歳出でございますが、医療にかかる費用、保険給付費は、195
億 3,748 万 1 千円で、高齢化の進展や医療の高度化などによりまし

て、被保険者数が減少している状況ではございますけれども、平成３

０年度に比べて 5 億 1,949 万 8 千円、2.7％の増としております。こ

の費用は、３０年度の制度改革以降、審査支払手数料、出産育児一時

金、葬祭費などを除きまして、その除いた保険給付費につきましては

県により賄われるものでございます。

次に、国民健康保険事業費納付金は、76 億 9,374 万円で、平成３

０年度に比べまして 2 億 438 万円、2.7％の増としております。

次に、保健事業費は、3 億 969 万 2 千円で、1,080 万 6 千円、3.4％
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議長：

委員：

事務局：

（木下）

理事：

議長：

理事：

の減としております。

以上、歳出総額は 280 億 3,562 万 6 千円で、平成３０年度予算と

比較いたしますと 7 億 783 万 7 千円、2.6％の増となります。

以上で「令和元年度津市国民健康保険事業特別会計予算について」

の説明は終わらせていただきます。

ただいま、事務局から「令和元年度津市国民健康保険事業特別会計

予算について」説明がございました。皆様方、何かご質問、ご意見が

ございましたらご発言をよろしくお願いいたします。

 津の医師会の渡部ですが。がん検診等負担金等が結構 16.8%、か

なり減っていますけど、これは胃がん、胃内視鏡検診の分ですか。

胃がんの内視鏡検査が５０歳以上隔年になったのは今年度からで

して、３０年度につきましてはその影響は受けておりません。

今年度の予算については、その影響もあると思います。全体的に被

保険者数が減っているということで、受診者数として減っておりま

すので、その分減っている予算になっています。

大きく２つ有りまして、被保険者数の減と、胃がん検診の隔年にな

ったというこの２点が大きな要因となっております。

渡部先生がおっしゃるように、胃がん検診は X 線と内視鏡の検査

が有るのですが、国の基準に基づきまして、今年度から胃がん検診の

内視鏡検査の方は５０歳以上偶数年齢の方に限るということにさせ

ていただきました。しかしながら、奇数年齢で胃がん検診を受けられ

ないのかということが無いように、レントゲンは受けていただいて

も構わないということで、そういう設定にさせていただいておりま

すけれども、やはり、全体的には胃がん検診の費用というのは下がる

ということになっています。それからもう１つ担当から申し上げた

のが、被保険者数が減少しておりますので、それだけがん検診を受診

される方も減少傾向にあるということでの２つの理由ということで

ご理解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

そうすると、偶数ですんやな、内視鏡は。今まで違ったんやなぁ。

４０歳以上の方で、どちらでも選択して構わないということにな
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議長：

事務局：

（神田）

っていました。X 線でも内視鏡でも、毎年受けていただいて構わない

という状況になっていたのですが、厚労省のガイドラインに基づき

まして５０歳以上の方については、エビデンスも有って、内視鏡につ

いては２年に１回でいいということにさせていただこうということ

で、それを偶数年齢で受けていただけるようにしたという設定でご

ざいます。

渡部先生よろしいですか。他の方よろしいですか。

他にないようでございますので、ご了承を得たものといたしまし

て議事 につきましては終了させていただきます。

次に、議事 の「国民健康保険事業の財政見通しについて」、事務

局、提案、説明をお願いいたします。

それでは議事  国民健康保険事業の財政見通しについてご説明

させていただきます。資料の９ページをご覧ください。

平成２９年度以前は、被保険者から集める保険料と国、県から交付

される公費等を財源に、 国民健康保険団体連合会を通して医療機関

に療養に要した費用等を支払い、また、保健事業等の費用を賄ってき

ました。

しかし、平成３０年度以降は、国保財政運営の広域化に伴い、これ

らの財源を県に納付金として支払い、県からは、療養に要した費用等

が全額交付され、国民健康保険連合会への支払いを行うことになり

ました。

広域化により、県が新たに財政運営に加わり、１年が経過しました

が、現在のところ大きな問題もなく、順調な滑り出しとなりました。

現在、令和２年度の当初予算編成に取りかかったところで、１月末

頃にはできあがる予定で事務を進めております。

今回は、委員の皆様に今後の財政状況の見通しと、事務局としての

令和２年度保険料料率改定に向けての考えを説明させていただきた

いと思います。

それでは、９ページの「１ 納付金と保険料」をご覧ください。

こちらは、医療費等の財源となる県特別会計の収入の内訳と、市町の

収入、被保険者が負担する保険料の関係を図式化したものです。具体

的に申しますと、県では、療養費等を給付するために必要とされる費
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用を県内の市町から納付金として徴収し、これに国や社会保険診療

報酬支払基金からの交付金等を加え、その財源をもとに市町が医療

費等の支払いに必要な費用を交付します。

一方、市町では、被保険者からの保険料と、国・県等からの交付金

を財源として、県に支払う納付金と市町独自の保健事業費等を賄う

ことになります。

そのため、被保険者からいただくべき保険料を決定するには、県へ

支払う納付金の他に市町独自の保健事業等や別途交付される特別交

付金などを勘案する必要があります。

１０ページをご覧ください。

「２ 納付金等算定スケジュール」ですが、１０月末に、国から、

令和２年度納付金算定に必要な仮係数が提示されることになってお

りまして、１１月下旬に、県からその仮係数によって出した納付金算

定結果が提示されます。この１１月の結果をもとに、令和２年度保険

料の料率改定について、再度検討し、令和２年度当初予算についても

検討していくこととなります。

その後、１２月末には、国の方から確定係数が提示され、１月下旬

には県から最終の納付金算定結果が提示されることとなります。

次に、「３ 今後の財政見通しについて」ですが、５点説明いたし

ます。

まず、 保険料についてですが、２０２５年をピークに団塊の世

代が後期高齢者に移行していくことで、被保険者数が減少し、保険料

収入は減少傾向にあります。

の医療費については、医療技術の高度化や被保険者の高齢化によ

り、一人当たり医療費は、増加傾向にあります。本市の場合は、他の

市町よりも、医療機関数、病床数が多く、高齢化率も高いので、医療

費がかさむ傾向にあります。平成３０年度は速報値ですが、平成２

９年度よりも 12,056 円増加することとなりました。

 の納付金についてですが、令和元年度納付金は、前期高齢者交付

金の返還額が大きかったこと等から、平成３０年度納付金に対し、前

年度対比で、約 2 億円の増、率にしますと、約 2.7％の増となりまし

た。

令和２年度の納付金については、平成３０年度の前期高齢者交付

金、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、介護納付金の精算による

調整等が加わりますが、諸情勢の変化も含めてそれぞれの増減額等
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を見込むのは８月の時点では困難な状況にあります。

 の国民健康保険事業運営基金についてですが、こちらは１２ペ

ージを合わせて見ていただきたいのですが、平成２５年度から３０

年度までについては、決算の数字を示しております。令和元年度見込

みについては、先ほどの令和元年度当初予算から、平成３０年度から

の繰越金と、基金繰入金とを考慮した状況で示させていただいてい

ます。

平成３０年度末時点での基金残高は、約 10 億 6 千 6 百万円となっ

ていますが、先ほどの令和元年度当初予算の話の中に有ったんです

けども、財源不足分として約 3 億 5 千 5 百万円を取り崩して、基金

繰入金として予算計上しております。

平成３０年度決算により、歳入歳出差引額約 1 億 8 千万円が令和

元年度への繰越金となり、この額を考慮した令和元年度の歳入歳出

差引額の見込みは約 1 億 7 千 5 百万円のマイナスとなりますが、こ

の額については、基金繰入金で賄う必要が生じます。

なお、これにより、令和元年度末時点での基金残高は約 8 億 9 千

1 百万円となる見込みです。

１１ページに戻りまして、参考といたしまして、他市の平成２９年

度基金の保有額をみますと、四日市市は約 35 億円、伊勢市は約 16
億円、鈴鹿市は約 10 億円、松阪市は約 9 億円となっています。

次に の単年度収支の状況について説明させていただきます。１

２ページをもう一度お願いします。

今までは歳入歳出の差引でお話をさせていただいたのですけど

も、これから単年度収支としてのお話になります。国保会計収支状況    

において単年度収支の状況を見ると、平成２８年度は約 8 億 2 千万

円、平成２９年度は約 4 億 7 千 7 百万円の黒字となっておりました。

しかしながら、平成３０年度には約 5 千 5 百万円の赤字となりま

して、令和元年度においても赤字が見込まれ、今後とも赤字は拡大し

ていく傾向になるものと予想されます。このことに対応していくた

めにも、保険料率改定の検討が必要となってきています。

次に、１１ページの「４ 今後のスケジュールについて」でござい

ますが、８月から９月にかけまして、７月末時点での国民健康保険の

資格状況、国保加入者の所得状況等から、令和２年度賦課期日、来年

の４月１日ですけれども、その時点における国保資格状況、国保加入

者所得状況等を見込みまして、令和２年度の保険料収入を試算し、令
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議長：

委員

課長：

委員：

課長：

和２年度保険料率について検討していきます。

その後についてですけれど、次回の運営協議会において、令和２年

度の料率改定について、必要があれば、料率改定の案を示させていた

だきたいと思っておりまして、運営協議会においてお諮りさせてい

ただきたいと考えております。

以上で国民健康保険事業の財政見通しについての説明を終らさせ

ていただきます。

この件につきましては、直接我々にも影響してくることでござい

ますので、みなさんいろいろご意見がございましたらお願いしたい

と思います。特に被保険者を代表とする委員の皆様方から何かござ

いましたら。保険料改定のことも。

基金残高が 8 億 9 千万くらいあって、平成３０年度は約 5 千万の

赤字だと。こういうことでもう来年度は料率の改定をしないといけ

ないという状況なのですか。この繰入金でもう少し持たすというこ

とはできないのでしょうか。

 確かにですね委員のおっしゃられましたように基金残高を考えま

すと、最終的には保険料改定をしなくてもいいということになるか

もわかりませんけれども、私共が重要視しておりますのは、やはり単

年度収支を見た場合ですね、今まで平成２８年度、２９年度は結構な

黒字でありましたものが、平成３０年度には 5 千 5 百万ですけれど

も赤字になると。なおかつ本年度の状態につきましても、予算では 3
億 5 千 5 百万ぐらいの赤ということになってきておりまして、単年

度収支を見ておりますと、その基金の残高を見ても後数年でそれが

無くなるような状況が想定されますので、そうしますと基金が全て

無くなる前にやはり保険料率の改定の検討を、あるいは議論はして

いただく必要があるのかなということで、今回その辺のお話をさせ

ていただいた次第でございます。

まず単年度収支を健全化したいということが本目的で、その料率

を検討していくということで、料率を検討して令和３年から上がる

とか、そういう話ではないのか。

 今、令和２年度あるいは３年度に料率を上げるということは、その
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委員：

議長：

委員：

委員：

課長：

答えは難しいと思うのですけれども、ただ、そうしたら今後単年度収

支がどれくらいの赤字が続いていって、それと後、歳入歳出の決算状

況の見込みなんかを見ていきまして、そうなると基金がどれくらい

もつのかというようなことも視野に入れながら、そうしたら適正な

時期に、やはり保険料率の改定はしなければいけないのかなという

ふうなことはございます。それと後、今は国の方から多額の交付金が

各自治体の方に投入されておりますけれども、今後また新たに国の

そういった制度改革が行われまして、今までよりももっと手厚い補

助制度等が創設されれば、またその時に別な判断になるのかなとい

うようなことは思っておりますけれども、ですから今、いつから料率

を上げるということでもなしに、ただその検討自体を今からしてい

く必要があるのかなというふうなことが、今事務局の方で考えさせ

ていただいていることでございます。

消費税も上がるし、国の保険も上がってくるということになると

大変なことですので、安易な改定は、値上げというのは極力、やめて

ほしいというより、基金を、基金ゼロというわけにはいきませんの

で、基金の運用の在り方も含めて検討していただきたいというふう

に思っておりますので、よろしくお願いします。

 要望ですな。

 はい、要望です。

質問ですけども、いわゆる基金の残高ですけど、ある程度適正とい

うのは難しいのか分かりませんけれど、これぐらいまでは確保した

いというような、そういう見込みというはお持ちなのかと、それとも

う一つは、今は法定外繰入というのは基本的にはできるのかどうか、

そこらへんを教えていただければと思います。

 まず基金の適正な金額でございますけれども、参考に県内他市さ

んの平成２９年度の基金残高の状況をお示しさせていただきました

けれども、津市の場合そしたらいくら有れば基金額として適正かと

いうことは、うちの方も具体的にそのところまでは考えていないよ

うな状況ではございます。

 それと、法定外繰入のことですけど、以前は本市におきましても法
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理事：

委員：

議長：

事務局：

（木下）

定外繰入をさせていただいていた年度がございましたけれども、こ

れは平成３０年度の広域化以降、国の方でも法定外繰入をしないよ

うな方向性というのは強く打ち出されておりまして、津市でも原則

的にこの法定外繰入は行わないというような姿勢でやってまいって

おります。今後もそのような姿勢でやっていく予定でございます。

ちょっと補足をさせていただきますけれども、三重県が財政運営

の主体となりましたので、一時的な赤字が発生しても、県の方で貸し

ていただけるというそういう制度がございます。ただし、赤字になっ

たということで、基金も底をついて赤字になれば、３ヶ年でその赤字

を解消する計画を作っていかなければならない、こういう事態にも

なってまいりますので、できるだけ基金があるうちに、法定外繰入も

せずに、健全な運営ができるように保険料率は設定していきたいと、

このように事務局としては考えています。

そうしますと、今みたいな３ヶ年ということになると、問答無用で

３ヶ年で黒字になる料率にしなきゃいけないということですよね。

そういう場合でしたら、計画的になる前に考えときたいというとこ

ろですか。分かりました。そうしないと、問答無用になってきたら１

パーで段階的に考えるのが、いきなり１０パーという形にもなって

しまうこともあるということですよね。

ありがとうございます。

他にご意見は。よろしいですか。

ないようですので、ご了承を得たものとして議事 につきまして

は終了させていただきます。

以上で本日予定いたしておりました議事は終了でございますが、

事務局何かございましたら。ありますか、お知らせ等は。

本日皆様のお手元に配らせてもらいました、健康診査のご案内の

チラシの方をご覧いただきたいと思います。ただいま国保の方で特

定健診実施中ではございますが、既に人間ドッグを実費で受けられ

た方とか、職場の方で毎年健診を受けているので、国保の健診は受け

ませんという方もたくさんいらっしゃるかと思うのですけれども、

津市の方ではそのような方につきまして、受けられた健診の結果を、
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議長：

理事：

議長：

委員：

事務局

（木下）

委員：

事務局

もしよろしければご提供いただけませんかというふうなお願いをさ

せていただいています。それをご提供いただきましたら、津市の健診

は受けてはいただけないのですけれども、そのお礼としましてギフ

ト券または図書券を 2,000 円分お礼としてお送りさせていただくと

いうものをさせていただいていまして、昨年度は 172 名の方がご協

力いただいておりまして、津市で健診を受けたものとみなさせてい

ただいています。健診を受けた方ということになりますので、その後

の保健指導ですとか教室とか、そういった感じでみなさんが健康で

いていただけるような教室や保健指導に参加いただけるということ

で、また健康にもつながっていただくかなと思いますので、ぜひとも

健診を受けないけど人間ドッグや職場の方で受けているわという方

がございましたら、委員さんの方から、提供するとお礼をもらえるよ

ということでお勧めいただければありがたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

172 名は大きいですな。では、そういうことで啓蒙してあげてくだ

さい。

受診率が上がりますと、歳入の調整交付金も跳ね上がってきます

ので、たくさん歳入が入りますので、みなさん声かけしていただけれ

ばと思います。

うちもなぁ、そういうことは知らずにおった。家族のものは。みん

なが協力したら上がるで。

 聞きたいことがあるのですけど、健診の結果ですよね。これ問診票

はどうしているのですか。問診票は会社の健診の時とかご本人さん

が、改めて書いてくださいということですよね。

お問い合わせいただきました方につきましては、一式ご案内を送

らせてもらっていて、その中に質問票を入れさせてもらって、改めて

書いていただいてこちらの方にご提出いただきます。

 問診票と結果をお送りいただくと。

問診票と健診結果と個人情報になりますので同意書をいただくの
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委員：

事務局

（木下）

委員：

事務局

（木下）

理事：

議長：

と、それから特定健診の受診券はお返しいただいています。両方は遠

慮させてもらっているので、特定健診を受けて、提供も受けてという

のは対象になりませんので、受診券をお返ししていただいています。

 これは広報で連絡とか、周知とかされているのですか。

広報の同時配布物とかで、「国保だより」っていうのもありますし、

健診の受診券を一人ひとりお送りさせてもらっているのですけれ

ど、その中にも入っていますし、広報同時配布物で「健診のご案内」

という冊子を配らせもらっていますけど、その中にも入れさせても

らっています。

 この前の説明会の時にそういう話は無かった。医師会の。せっかく

明確にやってもらっていると、医者に言っとけば患者に言えるわけ

だし。なんで。

分かりました。周知させていただきたいと思います。

個人にはそういう通知させていただいていますが、医師会の方に

は、説明不足でありましたので、申し訳ございません。

個人にはちょっと字が小さいで分かりにくかった、分かりやすい

ようにしてあげて。

 私からですけども、いろいろと数字的なこと、あるいはまた文言等

の説明がありましたけど１回ではみなさん分かりにくい点があろう

かと思います。冒頭で話がありましたが、ホームページに載っとりま

すで、これは昨年の第１回目のことです。28 ページに渡りましてホ

ームページに載っとりますで、今日分からんなぁと思われた方は、ま

た復習の意味でこのホームページを開いていただいたら何もかも出

てきますで。これも出るのは、津市のホームページの、津市国民健康

保険運営協議会と打ったら出ます。過去のやつもずっと出ますので。

いろいろみなさんもそういうこと知っていただくのも大事ですの

で、今日だけで終わらずにまた一回。それでお願いしたいのは、今日

の会議録はいつ頃出ます？何か月後ぐらいにだいたい出ます？一回

聞こと思っていまして。
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事務局

（谷口）

議長：

すみません。議事録作成してからですね、だいたい２か月後ぐらい

には上がってくるようになっています。ただこの間に他の会議、いろ

いろな審議会があるのですけれども、それを随時広報の方が順番に

ピックアップというか。上げるようにしております。

 ２か月から３か月ということですな。そういうことで、みなさんま

たホームページを開いていただいて、今日説明していただいたこと

が全部出ますで、また思い起こしていただきまして、またいろいろ参

考になると思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、ないようですので、本日はこれにて令和元年度 第１回

の津市国民健康保険運営協議会を終了させていただきます。

委員の皆さま方には、大変お忙しい中お集まり願いまして、誠にあり

がとうございました。暑い時でございますので、交通事故には十分気

を付けて帰っていただきますようによろしくお願いいたします。ど

うもご苦労様でございました。

（午後４時 終了）


